
○ 開催日時 令和元年９月２５日（水） 午後１時３０分から 

 

○ 開催場所 錦江町役場 会議室 

 

○ 出席委員（農業委員１２人、農地利用最適化推進委員９人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  鈴  一麿 

委員      ３番  鍋  康博 

〃       ５番  徳永 哲朗 

〃       ７番   寺田 郁哉 

〃       ８番  安水 純一 

〃       ９番  元丸 敏朗 

〃      １１番  毛下 利美 

〃      １２番  内薗 雄治 

〃      １３番  宿利原 進 

〃      １４番  本釜 好子 

〃      １５番  平原  榮 

 

農地利用最適化推進委員 

〃      内薗 政文 

〃      山中 徹 

〃      水流 佳文 

〃      竹原 政洋 

〃      安水 峯晴 

〃      西川 健児 

〃      折小野 道男 

〃      横原 利己 

〃      弓指 義洋 

    

○ 欠席委員（農業委員３人） 

委員    ４番  鳥越 秀一 

〃      ６番  坂元 博美 

〃    １０番  貫見 和洋 

 

○事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子 書記 木場 裕志 

 

  



○議事日程 

 １、開会 

 

 ２、農業委員憲章朗読 

 

 ３、会長あいさつ 

 

 ４、議 事 

 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

 

  第２ 会務報告について 

 

  第３ 附議事項 

 

議案第２５号  農地法第５条許可申請について 

 

議案第２６号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

         用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

 

議案第２７号  非農地証明願について 

 

  



議 長  只今より令和元年９月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日は鳥越委員、坂元委員、貫見委員が欠席ですが、錦江町農業委員会会

議規則第８条の規定により、総会は成立していることをお知らせします。 

 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日

の会議録署名委員に１２番 内薗委員と１３番 宿利原委員を指名いたしま

すので、よろしくお願いします。 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 「会務報告と説明」 

 

 

議 長 只今の会務報告について、質問等はありませんか。 

 

 

全委員 （発言なし） 

 

 

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

議 長 先ず、議案第２５号 農地法第５条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは議案第２５号について説明いたします。 

受付番号６号については、畜舎建設のための申請となっています。 

申請者はＦ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方とＦ・Ｔさん、Ｋ自治会在住の方

との連名による申請となっています。 

申請地は、神川字八久保９１６番、地目は畑、地積は１，３２９㎡となっ

ています。４頁から７頁にかけて、位置図、配置図等を添付してありますの

で、お目通しをお願いいたします。 

この件の担当調査員は、１２番 内薗委員です。以上です。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を１２

番 内薗委員お願いします。 

 



１２番 

内薗委員 

はい。この物件は先月用途区分変更をした土地です。農業用施設ですし、

問題は無いと思います。よろしくお願いします。 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありません

か。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２５号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２５号については、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２５号については、原案のとおり決定しました。 

議 長 次に、議案第２６号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定に

よる農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請についてを

議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第２６号について説明をいたします。 

先ず、受付番号１６１号の貸し人はＮ・Ｍさん、Ｎ自治会在住の方です。 

申請地は城元字久保下１６１９番２、地目は田、地積は４５０㎡となってい

ます。貸付期間は令和元年９月２６日から令和６年１２月１４日までで、小作

料金は２０，０００円となっています。 

借り人はＩ・Ｋさん、Ｚ自治会在住の方です。 

Ｉ・Ｋさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、雇用が３名で２０

０日、小作地４４，３７９㎡で、甘藷、野菜を主体とした経営をされています。

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、トラック、

管理機各１台となっています。 

次の受付番号１６２号から１６４号までの貸し人はＹ・Ａさん、Ｋ自治会在



住の方です。 

申請地は１６２号が城元字久保下１６１８番１、地目は田、地積は４９６

㎡、１６３号が城元字久保下１６１９番１、地目は田、地積は１６１㎡、１６

４号が城元字迫ノ前１５５８番、地目は田、地積は１，００９㎡で、３筆の合

計は１，６６６㎡となっています。貸付期間は令和元年９月２６日から令和６

年１２月１４日までで、小作料金は１６２号、１６３号が合計で３５，０００

円、１６４号が４６，６００円となっています。 

借り人は１６１号と同じＩ・Ｋさんです。 

受付番号１６１号から１６４号までの担当調査員は、１４番 本釜委員です。 

 

次の受付番号１６５号の貸し人はＮ・Ｔさん、Ｎ自治会在住の方です。 

申請地は城元字集り１３５５番１、地目は田、地積は１，０２３㎡となって

います。貸付期間は令和元年９月２６日から令和３年１２月１４日までで、小

作料金は３０，０００円となっています。 

借り人はＭ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｍ・Ｋさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地２，９４９

㎡で、インゲン、水稲、バレイショを主体とした経営をされています。農業従

事日数は１８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機各１台とな

っています。 

この件の担当調査員は、山中推進員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願

いします。 

先ず、受付番号１６１号から１６４号までについて、１４番 本釜委員お願

いいたします。 

 

１４番 

本釜委員 

はい。報告いたします。 

貸主は、Ｎさん、Ｙさんとも、こちらはハウスになります。場所は、元Ｋ

組合工場裏手の道路を挟んだ反対側になります。そこから山手に５０ｍほ

ど先の左側に２棟のハウスになっております。 

借主のＩさんは、露地野菜を主に作られており、インゲンや苗床などをハ

ウスで作りたいということでハウスを探していました。Ｎさん、Ｙさんのハ

ウスが何も作られていないということで、この利用権を結ぶことになりま

した。Ｉさんは認定農業者でもあり、意欲ある青年でもありますので、審議

の方どうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 



次に、受付番号１６５号について、山中推進委員お願いします。 

 

山 中 

推進委員 

はい。ＮさんはＮの方ですが、この人の田んぼをばＭ・Ｋさん。農業を

しながら勤めております。今、畑も順調に綺麗に整備されておりますの

で、問題は無いかと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２６号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２６号については、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２６号については、原案のとおり決定しましし

た。 

 

議 長 次に、議案第２７号 非農地証明願についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは議案第２７号について説明します。 

申請者はＮ・Ｙさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は城元字町ノ上７４３番、地籍は１１７㎡、地目は台帳は畑、現況

は雑種地となっています。１２頁から１４頁にかけて位置図等を添付して

ありますので、お目通しをお願いいたします。 

この件の担当調査員は、資料では４番 鳥越委員としておりましたが、本

日欠席ですので、１４番 本釜委員にお願いします。 

以上です。 

 



議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を、 

１４番 本釜委員お願いいたします。 

 

１４番 

本釜委員 

 はい。報告いたします。９月１９日に鳥越委員と事務局２名で現地調査をし

てまいりました。場所は岩城歯科より少し手前の右側になります。家庭菜園ほ

どの小さな所で、面積も小さく荒れていました。非農地として認めざるを得な

いかと思われます。審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２７号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２７号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２７号については、原案のとおり決定しましした。 

議 長 以上で、令和元年９月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終

了いたします。 

 

 

錦江町農業委員会会議規則第２３条第２号の規定により署名する。 

 

会  長 

 

                          １２番 

 

                          １３番 

 

議事録調整者 窪 和人 


